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救国シンクタンク会員規約

第１条（目的）

この規約は、一般社団法人救国シンクタンク（以下「当法人」という）の定款（以下「定款」という）４７条に基づき、当法人の会員（以下「会員」と

いう）の入退会及び権利残務等について定めるものである．

第２条（会員の資格及び種類）

１

　

当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会（以下「理事会」という）が承認したものを会員とする．

２

　

会員の種類は、定款第５案の定めのとおり、一般会員、特別賛助会員、賛助会員とする．

第３条（入会申込みと承認・不承認）

１

　

当法人は、指定する方法により入会申し込みを行い、会費を納めたものを会員として承認する。

２

　

ただし、当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある．

（１）当法人の趣旨に質同していない

（２）過去に当法人の除名処分を受けたことがある

（３）入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある

（４）その他受付時に不適切と判断されたとき

３

　

当法人は、入会申込みカリ軍事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが

不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする．

第４条（会費）

１

　

定款で定める事業年度｛以下「事業年度」という）内のどの時点において入会したかに関わらず、以下の区分に従って会費を納めたものを会員と

する．

（１）一般会員

　　　

（月会費）５０００円（税雛）／１口

（２）特別賛助会員

　

（年会費）１００万円ハロ

（３）賛助会員

　　　

一般会員としての会費に加えて、当法人に寄付を収めたもの

２

　

一般会員の会費は、原則としてクレジットカードにて支払うものとする．

３

　

一般会員の会費期限は、入会日から翌月同日までとし、翌月同日に次の月額が自動決済される．

４

　

特別賛助会員は理事会の定めに従って、会費の支払いを行う．

５

　

特別賛助会員の会費期限は、入会日から翌年同日までとし、理事会の定めに従って、更新の手続きを行う．

６

　

一度納められた会費については、如何なる理由をもっても返還しない。



第５条（会員の特典利用）

１

　

会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする．

（１）一般会員、賛助会員

① 総会での瓢決権

②

　

電子メールによる当法人からの情報配信

③

　

その他、当法人の行う活動への参加

（２）特別貿助会員

① 総会での議決権

②

　

撰子メールによる当法人からの情報配偶

③ 研究会損事録の配信

④

　

その他、当法人の行う活動への参加

２

　

当法人は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合がある．この場合、当法人は可能な限り速

やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する会員の返還は行わない．

（ｉ）戦争、暴動、騒乱、労働争議、疫病、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、特典の提供が通常通りできない場合

（２）本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合

（３）その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合

第６条（会員の義務）．

会員は、当法人の定款並びに本規約そのＨ鯵諸規定、法令及び議決に従う．

第フ条（任意退会の手続き）

会員は、理事会の定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる．

第８条（禁止事項）

会員は、以下の行為を行つてはならないものとする．

（１）当法人の承認のない当法人名での活動またはその準備を目的とする行為

（２）当法人の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為

（３）当法人の信用を獲損する行為またはそのおそれのある行為

（４）当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為

（５）当法人からの情報配信を自己の私的閲覧外の目的に使用すること

（６）その他、当法人が不適当と判断する行為



第９条（通知及び連絡先）

１

　

会員は入会申込み時に氏名、Ｅメールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする．かかる情報に変更があった場合には、速やかに当

法人の事務局に対して書面、あるいは電子メールによって通知するものとする．ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合

でも、当法人はその責任を一切負わないものとする．

２

　

本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をおって行うものとする．この場合、当法人は、登録された

会員の懲粥なに通知することをもって通知が行われたものとみなす，

３

　

当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のＷｅｂサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとす

る．この場合、公表の時点をもって、通知力極１達したものとみなす．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
４

　

本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする．

５

　

前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判涜できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものと

する．

第１０条（個人情報の取り扱い）

１

　

当法人は、会員の個人償報を適切に管理するものとする．′

２

　

会員は‘当法人に登録した電子メールアドレスおよびその力他～の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする．

（１）当法人に関する情報提供及び研究成果の配信

（２）会員への、会費に関する臨認

（３）その他、当法人の運営に関する必要な鼓動路

第１１条（免責事項）

１

　

会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因

して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない．

２

　

当法人は、以下の事由により会員が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の買任を負わない．また以下の事由により会員に発生

した支払い義務は免除されず、既に決済が行われた料金は返金しない．

（１）当法人の故意、または重過失によらずに、特典の提供が停止した場合

（２）インターネットの通信環境、Ｐ〔等、会員のインターネットの環境により会員のメールの受信に問題が生じた場合．

（３）会員が登録した氏名，メールアドレス等の登録情報の誤りがあった場合

３

　

会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。

４

　

会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、水条の規定ー剥離擁して当該会員に対して効力を有する。

第１２条（規約の追加・変更）

１

　

本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。

２

　

本法人は、哩事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。当法人により変更された本規約は、当法人のＷｅｂサイト上に

掲戦された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする．



第１３条（附則）

１

　

本規約は法人成立とともにその効力を発するが、登記上の成立日に関わらず令和２年６月１５日まで遡って適用される，

（以上）



領収書 救国シンクタンク

請求轡番号

　　　　　　

００２４
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領収書・ 救国シンクタンク

醐 ．００２５
領収書番号 ２５５９‐０７９５
支払い日

　　

２０２５年４月２５日

支払い方法ＪＣＢ．■

救国シンクタンク

　　　　　　　　　　　

・・

　　

請求先
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救国シンクタンク領収書
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領収書

　　　　　　

／
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請求書番号

　　　　　　

００２７

領収書番号 ２３０９‐６７６９
支払い日・２０２５年６月２５日
支払い方法ＪＣＢ－■■■

救国シンクタンク

　　　　　　　　　　　　　　　

請求先

〒１０２００９４
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救国シンクタンク領収書
請求書番号

　　　　　　

００２８

支払い日

　　

２０２５年７月２５日

救国シンクタンク

　　　　　　　　　　

．

　　

、 請求先

　　　　　　　　　　　

．

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

ｉ

〒１０２００９４ ＨＩＲＯＳＨＩＫーＮＵＫＡＷＡ
東京都

　

．

　　　　

◆

　　　

・

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

：

　　　　
日本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

，

　

．

ｉｎｆｏ＠辱ｕｕｋｏｋｕ，ｃｏｍ

２０２５年７月２５日に￥５，０００を領収いたしました

、
説明

　　　　　

．

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
・

　　　　　　　　　　　　　　　

数量
，

　　　　

単価

　　

二

　　　

金額

　　

●

　　　

：

救国シンクタンク会員費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

１

　　　

￥５，０００

　　　　

￥５，０００

２０２５／０７／２５～２０２５／０８／２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小計

　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　

￥５，０００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

合計

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

￥５’０００

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐支払い金額

　

・

　　　　　　　　　

．

　

‐

　　　　　

￥５，０００

支払い履歴

支払い方法・，

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

，

　　　　　　

日付

　　

・

　　　　　　

， 支払い金煩

　　　

，

　　　　

領収書番号

ＪＣＢ－■ ■

　　　　　　　　　　　　　　　

２０２５年７月２５日

　　　

￥５，０００

　　　　　　

２０８７－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４６２４

　　　　　

１

１／１ペ【ジ



救国シンクタンク領収書

請求書番号

　　　　　　

００２９

支払い日

　　

２０２５年８月２５日

救国シンクタンク

　　　　　　　　　　　　　　　

扉球先

〒１０２００９４ ＨＩＲＯＳＨＩＫＩＮＵ隙ＷＡ

東京都

　　　　　

‐

　　　　

●

　　

●

　　　

．

　

・

千代田区
紀尾井町４－５
日本

　　　

，

　　　　　　　　

．

ｉｎｆｏ＠ｋｙｕｕｋｏｋｕ．ｃｏｍ

２０２５年８月２５日に￥５，０００を領収いたしました

数量 単価

　　　　　　

金額

救国シンクタンク会員費

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　

１ ・

　

￥５，０００

　　

￥５，０００，

　　

÷

２０２５／０８／２５～２０２５／０９／２５

小計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　

￥５，０００

合計

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

￥５，０００

支払い金額

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

￥５，０００

支払い履歴

支払い方法

　　　　　　　

‐

　　　　

，

　　

‐，

　　　

． 日付

　　　　　　　　　　　

支払い金煩

　　　

ｒ

　　

．

　　　

領収書番号

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

；

ＪＣＢ－■ ■

　　　　　　　　　　

●

　　　　

・

　

２０２５年８月２５
，
日

　　

，￥５，０００

　　　　　　

２３６９，

　　　　　　　　　　

． ，

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３９２６

　　　　　　

…

，

　　　　　　　

′

　　　　

．

　　　

・

　　

三

′

　

，

　　　

－

１月ページ



救国シンクタンク領収書
謂求書番号

　　　　　　

００３０

支払い日

　　

２０２５年９月２５日

救国シンクタンク

　　　　　　

．

　　　　　　

縮求先

〒１０２００９４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日ＩＲ〇ｓ日１ＫＩＮＵＫＡＷＡ

繋留“

　

・

紀尾井町４‐５
日本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

．

ｌｎｆｏ＠卿ｕｕｋｏｋｕ，ｃｏｍ

２０２５年９月２５日に￥５，０００を領収いたしました

数量 単価

　　　　　　

金額，

　　　　

１

　　　　　　　　　

　
　

　

１

　　　

．￥５ぞ０００

　　　

￥．５，。Ｑｏ救国シンクタンク会員費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

．

　　　　　　　　

１

　　　

．￥５ぞ０００

　　　

￥．５，ＯＱ０

２０２５／０９／２５～２０２５／１０／２５

小計

　

．

　　

‘

　　　　　　　

・

　

，

　　　　　　　　　　　

￥５，０００

合計

　　　　　

，

　　　　　　

．

　

・

　　　　

￥５，ｏｏｏ

　　　　

ｉ

支払い金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

￥５，０００

支払い履歴

支払い方法

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

日付

　　　　　　　　　

支払い金煩

　　　　　

・

　

領収書番号

　　　　

：

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
ＪＣＢ‐■ ■

　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　

２０２５年９月２５日

　　　

￥５，０００，．二

　　　　

． ２６８８‐

４９９４

１月ページ



旅

　　

才テ

　　

命

　　

令

　　

書

次のとおり旅行してよいでしょうか。

ー

　　　　　　　　　

起 案

　　　

７． ４． ３

　　　　　　　

決 裁

　　

『． ４． 牛

　　　　　　　　

旅 行 者

　　　　　　　　　

／．トー

用務及び行先
以下の調査のため、鹿児島県南九州市、広島県広島市へ旅行するもの
・知完，．／‐Ｔ「 【 とａｕｆ～への取組に関する調査 （４月２１日）
・こどもたちの平和学習推進事業に関する調査（４月２２日）

期

　　　　

間 令和７年４月２１日 （月曜日） 及び同月２２日 （火曜日）

月

　

日 発地名 ． 経

　

・

　

路 着地名
鉄道賃
船

　

賃
航空賃
車

　

賃
日

　

当 宿泊料 計

４／２１
長

　

岡
６：３４

　　

とき３００号

　　

東京行
東

　

京

　

、
８：１１

乗

　

４，８４０
特

　

４，０７０
１，５００ １４，８００ ２５，２１０

東

　

京
８：２１

Ｊ脈洪果］鎌

　

蒲田行
浜松町
８：２８／

　　　　　　　　

▲
０

浜松町
８：３２

　　

東京モノレール
羽田空港第２ターミナル行

羽田空港第１夕一ミナル

． ８：５５
乗

　

・５２０

早割

　

２１，２７０

５２０

羽田空港
１０：０５

ＪＡＬ６４５便
鹿児島空港

　

１１：５５
２１，２７０

鹿児’島空港 レンタカー 知覚特攻平和会館

　　　　　　　　　　　

’ ０

知覧特攻平和会館 レンタカー 鹿児島中央

　　　

・

　　　　　　

ー
０

　　　　　　

‘ 鹿児島中央

　

１７：０７
さくら５７０号
新大阪行

広

　

島

　

－

１９：５１
ラ長１７，３９０
特

　

８，８８０
２６，２７０

広島駅
２０：０３

広島電鉄２号線
広電宮島口行

原、鮮 ドーム－

　

２０：１９
７

２４０

　　　

ー

２４０

４／２２
原爆ドーム前

　

１２：００
広島電鉄２号線

　

広島駅行
広島駅
１２：１９

新大験
１３：５９ 特

　

４，５００

２４０
１，５００

　　　　　　　　

・
１，．
７４０

広

　

島
１２：３３

さくら５５０号
新大阪行

　　　　

、

　　　　　　　

、

４，５００

新大阪
１４：１６

ＪＲ特急サンダーバード２７号

　

． 敦賀行
敦

　

賀
１５：３３ 待

　

２，１９０

　　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼ ２，１９０

敦

　

賀
１５・４１

つるぎ２８号
富山行

ｅ鐘

　

沢

　

、

１６：３８ 暮春

　

３，８６０

　　　

・

３，８６０

１６：５３ 東京行 １７：５６

　　　　　　　　　　　　　

・ ０

上越妙高
１９：２６

急しらゆき７号

　

新潟行
長

　

岡
２０：３２一 畔罪

　

１４８０

　　

・
１，４８０

　　

、

　　　　　　　　　

．

．

　　　　

‐ 計 ４７，７３０ ２１，７５０ ３，０００ １４，８００ ８７，２８０

備・

　

考

（変更理由等）
・２１日は、用務時間に間に合わせるため空路及びレンタカーを利用するもの
なお、・レンタカー代は、 旅費として支出せ．ず別途調査研修費で支出するもの

概 算．額 ８７，２８０円

　　

×

　　　

１人

　　　　　　　

・８７，２８０円 受領印 ◎
精 算 額

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
受領印

追・ 給
差引額
返

　

納

月

　　　

日

　　　　　　　　　　

円 代表者印

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

蟹富

１１

　

広志



領収書 ００２０５３９

　　　

云

　

ハー

　

ム ミ・ 様

　　

令和 ？年 夕 月 〃 日

金額

　

＝

　

〆

４′

　

出発

　

コＡＬ 毎 ，ゞ

　　　

誌 痛質 執

　

／？お肉、

　　　　　　　　　　

′◇％ 対 象

　

こ に 郷 国
上記正に領収いだしました

　　

　　　　　　

　　　　

　
　　

但

　

字４′ 出発

　

コＡＬ参学ゞ

ｉ＠共

　　　　　　　　　　　　　　　　

新潟市中央区明石２丁閑職筋号マロンブリッジ噂ふ 蜘 馴駆帥

　　　　　　　　　　　　　　　

澄瑠ｋ審号 Ｔ７１１０００１０２０９６２



請

　

求

　

書

　　　

襲撃封一

　

職掌謡譜

衣川

　

広志

　

様

ツ ア ー 名：航 空 券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒９５０”００８４

新潟市中央区明春尋歩鱒ね≦受舜ンプリッジＩＦ
ＴＥＬ：０２５‐２４６‐２３

　　

－

　　　　

ＦＡＸ：０２５－２４１‐９４６４

期

　　

間：２０２５年０４月２１日（月） 日帰り

　　　　　　　　　　　

支

　

店

　

長

担

　

当

　

者
：Ｔ７１１０００１０２０９６２

一 団田園議１

　　

２１，８２０円ｌ

　　　　

ｏ円ー

　　

２１，８２０円１

このたびは弊社をご利用いただきまして誠に
ありがとうございます。下記料金のご請求を

　　　　　　　　

－^

　

ハ^ ＾Ｍ

　　　　　　　　

＾－

　　　　　

」^ ＾^ ＾ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｚ１，８ＺＵ門

　　　　　　　　

０門

　　　　　

Ｚ１，８２０円申し上げますのでよろしくお願い致します。

うち消費税

　

１，９８３円 （

　

１０％対象．

　

２１，８２Ｏ円 消費税

　

１，９８３円）

　　　　

－

　　

１ＪＡＬ

　

三星券（大人）

　　　　　　　　　　　　

２１，２７０

　　

・

　　　

２１，２７０４／２１

　

ＪＡＬ６４５

　　　

２ 発 券手数料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５５０

　　

１

　　　　　

５５０

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

ｉ
備考

　

菱振込字手数料は お客様ご負担にてお願い

　　　　　　　

ｆ

　　　　

致 しま す。

お振込先 第四北越銀行

　

新潟駅前支店 普通

　

２０３３１６

　　　　

口座名義

　

共立観光株式会社 新潟支店ｉ

　

翻 銀行 逮 闘 諦 鵠２５ｏｏ，３

　　　　

１

　　　　

２０２５年０４月１８日（金）までにお振込み下さるようお願い申し上げます。
ＰＡＧＥＩ／１

　　

・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

ｒ



復

　　　

命

　　　

書

令和「年４月ヲｏ日
次のとおり政務活動費により旅行したので復命します。

代表者
経

　

理
責任者

庁「 ：．きき；三

代表者

　　　

経

　

理

旅行者氏名印

　

（代表者） 衣川 広志

　　

総

日

　　　

時
令和

　

７年

　

４月２１日から令和

　

７年 ４月２２日まで

　

２日間

場

　　　

所
鹿児島県南九州市「知覧特攻平和会館」

広島県広島市「広島市平和記念資料館」

用

　　　

件

「知覧特攻平和会館を含む平和の取組に関する調査」

「こどもたちの平和学習推進事業に関する調査」

参

　

．加

　

者

氏

　　　

名

衣川

　

広志

概

　　　

要 令和７年４月２１日１４；００～１６：００

知覧特攻平和会館

　

川崎弘一郎館長よりご講義をいただく、その後知覧特攻

平和会館を見学する。
令和７年４月２２日９：３０～１１：３０

広島市教育委員会学校教育部指導第一課 西村智由紀課長

広島市平和記念資料館

　

豆谷利宏

　

副館長

よりご講義をいただいた後、広島市平和記念資料館を見学する。

詳細は別紙参照。



こどもたちの平和学習推進事業に関する調査
広島市教育委員会学校教育部指導第一課 西村

　

智由紀課長
広島平和記念資料館

　

豆谷利宏

　

副館長
よりご講義をいただく。

広島市における平和教育の取り組みについて

１． 概 要

　　　　　　　　　　　　　　　

－

「広島の被曝体験を原点として生命の尊さと一人一人の人間の尊厳を理解させ、国際平和文化都市の一員として
世界恒久平和の実現に貢献する意欲や態度を育成する」事を目標とし、目標実現のために小中高一貫した平和教
育プログラムを設定し、継承と発信の２大柱を主な取り組みとしている。

２．基本方針

各学年の発達段階に即した目標・内容を設定し、未来志向の学習内容となるようにアウトプットの機会を用意し、自
主的・自発的な学習を重視し、国際社会の諸問題を探求する活動を取り入れる事を基本方針としている。

３．継承

被曝体験を聴く会、平和を考える集い、平和教育アーカイブスにより被曝体験を継承している。
被曝体験を聴く会は幼稚園・小中高・特別支援学級において地域の被曝体験者等を講師として招賭し開催してい
る。平和を考える集いは広島市立・中学校において平和記念日である８月６日に焦点を当てた平和を考える集いを
開催し、平和記念日の意義について指導するとともに、学校や地域の特色を生かした創意工夫のある平和学習を
行なっている。平和教育アーカイブスは、各幼稚園・学校における児童生徒の学習教材や教職員・保護者の研修用
資料として活用することができるように、平成２０年度より毎年被曝体験者２名の証言を映像記録としてＤＶＤ化して
いる。

４．発信
・子供ピースサミット 広島市内の小学校６年生児童を対象に、平和についての作文を募集し、選考された２０名の
児童が意見発表を行い、平和記念式典で「平和への誓い」を読み上げる代表児童２名を決定します。その後、選考
された児童が検討会議で「平和への誓い」を作成し、８月６日には平和記念式典において、代表児童が「平和への
誓い」を世界に発信します。
・ひろしま子ども平和の集い

　

参加を希望した広島市内および市街の児童生徒が８月６日に言葉や音楽、演劇など
で平和への想いを発信し合っています。
・「平和への誓い」アクションプログラム

　

広島市立幼稚園・小・中学校、広島中等教育学校、広島特別支援学校を対
象に参加を募り、希望した各幼稚園、各学校が平和交流会やテレビ会議等を開催し、平和へのメッセージを発信し
ています。
・伝えるＨＩＲＯＳＨ－ＭＡプロジェクト 広島市内の中学校を対象に参加を募り、各学校での平和学習や教育委員会が
開催する研修会を通して、平和の思いを込めたメッセージを英語で作成し、平和記念式典に参列する各国駐日大
使や海外の一般参列者に伝えています。
・高等学校の特色ある取組

　

広島中等教育学校では、広島を訪れる外国人観光客に対して、英語で平和公園を案
内する「ガイドボランティア活動」に取り組んでいる

１．広島平和記念資料館の概要



広島平和記念資料館は、広島市中区に位置し、１９４５年８月６日の原子爆弾投下による被害の実相を伝え、平和の
大切さを後世に継承することを目的とした施設である。隣接する原爆ドームとともに、広島を代表する平和学習の拠
点であり、ユネスコ世界遺産に登録されている原爆ドームや、宮島の厳島神社と合わせて、国内外から多くの観光
客が訪れる。２０１９年の全面リニューアル以降、訪日外国人の増加や日本被団協のノーベル平和賞受賞（２０１７年）
などを背景に、来館者数は急増。２０２３年度の来館者数は過去最高の２２４万人を記録し、１２～１３年前の１２０万人
からほぼ倍増した。

２．施設の現状と課題

２．１施設の歴史と構造

本館は１９５５年に建設されたが、老朽化と来館者数の増加に伴い、建物が手狭であることが課題となっている。
２０１９年のリニューアルで展示内容が一新され、オンライン事前予約システムの導入により入館がスムーズになった

一方、館内の混雑が顕著になっている。

２．２来館者の特徴

修学旅行生（主に小学３年生～中学３年生）が多く、特に広島市内の小学３年生や全国の小学５年生が中心。東北

や北陸からの訪問は比較的少ない。訪日外国人も増加傾向にあり、原爆ドームと厳島神社の２つの世界遺産を目

当てに広島を訪れる観光客が資料館にも足を運ぶケースが多い。

２．３展示内容と課題

展示は時間軸に沿って構成され、被爆の実相を伝える写真や遺品、被爆者による絵画などが中心。広島大学や専
門家の有識者会議、被爆者の意見を反映し、「オール広島」で展示内容が決定されている。プロジェクションマッピン
グを用いた原爆前後の広島を鯖敵した展示も導入されている。
修学旅行生を対象としたアンケートでは、「戦争と平和の学び」を期待する声が多い一方、衝撃的な写真や展示が
「怖い」という印象を与え、子どもたちに恐怖感のみが残るケースが課題として挙がっている。特に若い世代に平和

への想いや核兵器廃絶の重要性を伝えるためには、展示の工夫が必要。

３．運営と取り組み

３一運営体制

資料館は広島市が設立した「広島平和文化センター」が運営し、指定管理制度に基づき５年間の委託契約を結んで

いる。財団の収入源はミュージアムショップの売上や、平和公園内の原爆慰霊碑での浄財（原爆ドーム基金）など。
市からの委託費も重要な財源である。

３．２今後の計画

今後２～３年で、地下の会議室をリフォームし、子どもたちにわかりやすい展示を追加する計画が進行中。被爆の実

相を伝える悲惨な画像や絵は、核兵器廃絶と平和な社会の実現のために必要との考えから、引き続き展示を維持
する方針。ただし、子どもたちが恐怖感だけでなく、平和への想いを持てるような工夫が求められている。

４．教育的意義と展望



広島平和記念資料館は、被爆の実相を伝えるだけでなく、平和教育の場としての役割を担う。修学旅行生に対し、
事前学習や振り返りの機会を提供することで、戦争の悲惨さと平和の尊さを深く理解させる取り組みが進められて
いる。中長期的には、子どもたちに「怖い」だけでなぐ、平和への行動を促す展示やプログラムの充実が期待され
る。また、国際的な来館者増加に伴い、多言語対応やグローバルな平和教育の強化も重要な課題である。

５．結論

広島平和記念資料館は、過去の悲劇を伝え、未来の平和を築くための重要な施設である。来館者数の増加や子ど
もたちへの教育効果を高めるため、展示内容や施設の改善が進められている。被爆の実相を伝えつつ、若い世代
に希望と行動力を与える展示のバランスが、今後の資料館の使命となる。
長岡市の戦災資料館についても、同様に空襲の実相と未来への希望が持てる展示とのバランスが重要であり、長
岡市の平和教育も継承に加えて発信することによる未来志向を取り入れていくことで子供たちが自分事として理解
できるようになると考えられる。



知覧特攻平和会館を含む平和への取組に関する調査
知覧特攻平和会館

　

川崎

　

弘一郎館長よりご講義をいただく。

歴史
知覧特攻平和会館は、第二次世界大戦中の特攻隊員を記念し、１９７５年に小さな施設として設立されました。１９８５
年から１９８７年にかけて拡張され、以降も１９９１年や１９９６年に増設が行われました。近年では２０１８年に戦史資料
室のリニューアルが行われ、施設の改善が続けられています。
目的と活動
博物館の目的は、「特攻の史実を後世に正しく伝え、世界の恒久平和に寄与する」ことで、平和教育の場として多く
の学校が訪れています。語り部による講話や、戦艦ミズーリへの特攻をテーマにした特別展も開催されています。ま
た、リニューアル計画が進行中で、ふるさと納税を財源に約１，４９１万６，０００円の予算が組まれています。
特攻隊の物語
知覧は１９４５年の沖縄戦で特攻隊の出撃基地となり、多くの若者の命が失われました。パイロットの遺品や手紙、な
でしこ隊の支援活動など、戦争の悲惨さだけでなく、特攻隊員の残した手紙を伝える展示が特徴でした。

知覧特攻平和会館の歴史と概要

知覧特攻平和会館は、鹿児島県南九州市知覧に位置する博物館で、第二次世界大戦末期の特攻隊（神風特攻
隊）に関する歴史を後世に伝え、世界平和に貢献することを目的としています。この施設はかつて特攻隊の出撃基
地であった知覧陸軍飛行場の跡地に建てられ、戦争の悲惨さと平和の尊さを教育する重要な場となっています。
１．博物館の歴史

博物館の歴史は、１９６０年代（昭和４０年代）に始まります。この時期、特攻隊の関係者や遺族から特攻隊の記念碑
や遺品館の建設を求める声が上がり、全国の特攻関係者や一般有志からの募金により建設が計画されました。し
かし、１９７３年（昭和４８年）の第一次オイルショックにより計画は一時頓挫しました。
その後、１９７４年（昭和４９年）に過疎債を利用して運動公園の休憩施設として、鉄筋コンクリート２階建ての「特攻遺
品館」が建設されました。ただし、公式記録では１９７５年（昭和５０年）に博物館が開館したとされており、初期の施設
は小さな規模でした。この時期、遺品を預かって欲しいとの声に応え、展示が始まりました。
訪問者が増えるにつれ、施設は手狭になり、１９８５年（昭和６０年）から１９８７年（昭和６２年）にかけて特別対策事業
により場所を移し、名称を「知覧特攻平和会館」と改称しました。この拡張では、昭和６１年１２月に仮開館し、昭和６２
年２月に落成しました。
以降も、１９８９年（平成元年）３月に別館が増築され、「９９１年（平成３年）３月には視聴覚室が追加されました。１９９６
年（平成８年）には入館者数の増加に伴い、出入り口の改善と資料室の増築が行われ、１９９７年（平成９年）２月に完
成しました。
２１世紀に入っても改修は続き、２００３年（平成１５年）には屋根等の改修とハートビル法対応の内部改修が行われ、
２００５年（平成１７年）には多様化する修学旅行や行政視察に対応するため、会議室（現在の講和室）とトイレの増設
が行われました。２００９年（平成２１年）には収蔵庫が建設され、２０１４年（平成２６年）・２０１５年（平成２７年）には飛燕
移設に伴う内部改修や隼移設後の展示室改修が行われ、企画展示室と震洋艇展示室に区分けされました。２０１８
年（平成３０年）には戦史資料室のリニューアル事業が実施され、展示の充実が図られました。
２．博物館の目的と使命

博物館の目的は、「特攻の史実を後世に正しく伝え、世界の恒久平和に寄与する」ことで、モットーは「永久に・正し
く・ありのままに」です。この使命に基づき、平和教育の場として多くの学生が訪れ、戦争の悲惨さと平和の重要性を
学ぶ機会となっています。
語り部による講話も重要な活動で、初期は役場の人や０Ｂが担当していましたが、現在でも「語り部をやりたい」とい
う声が寄せられています。語り部は、沖縄本土決戦に向けた特攻隊の記録を伝え、特に１９４５年４月１日のアメリカ

軍上陸と同時に知覧から出撃した特攻隊の状況を詳述します。
３，展示と活動

博物館の展示は、特攻隊員の遺品、手紙、写真を中心に構成されています。具体的には、以下の展示物が含まれ
ています：
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展示物 詳細

中島機‐４３隼、川崎機‐６１飛燕（１９４３年）、中島機－８４疾風（１９４４年）、三菱零式（「９８０年海底から
回収）

航空機

個人遺品

　　

遺書、詩、エッセイ、遺品、１，０３６人のパイロットの写真

その他

　　

．グランドピアノ（パイロットが「月光ソナタ」を弾いたもの）

また、最近の活動としては、戦艦ミズーリへの特攻をテーマにした特別展が開催され、艦長が特攻隊員を丁重に
葬ったエピソードが紹介されました。さらに、ジオラマのリニューアル計画が進行中で、２０２５全科月時点では約
１，４９１万６，０００円の予算が組まれ、ふるさと納税を財源にしています。一般財源は使用せず、平和基金や寄付金で
運営されています。
資料の保存状態調査も専門家に依頼されており、展示の質の向上に努めています。
４．特攻隊と知覧の役割

知覧は、１９４１年１２月８日の真珠湾攻撃後、日本がアジアに活路を見出し戦争を始めた背景の中で、特攻作戦の
重要な基地となりました。特に１９４５年（昭和２０年）３月に飛行場として整備され、沖縄戦の最終防衛ラインとして機
能しました。１９４５年４月１日にアメリカ軍が上陸した際、知覧から多〈の特攻機が出撃しました。
パイロットは非常に若く、１７歳から１９歳の者が多〈、例えば第７２振武隊（通称ほがらか隊）や第５３振武隊（しん詠部
隊）には１７歳、１８歳、１９歳の隊員が含まれていました。出撃命令は前々日か前日に下され、出撃前夜には声を殺
して泣く者もいましたが、出撃当日は胸を張って出発しました。
地元の「なでしこ隊」（中学生）が部屋の片付けや支援を行い、女性や女学生がプレゼントを贈るなど、地域とのつな
がりも深かったです。出撃を見送る際には、涙を見せてはいけないという厳しいルールがありました。パイロットにな
る競争率は４０～５０倍で、なりたくてもなれなかった者も多かうたとのことでした。
特攻隊は遺骨が残らないため、家族への遺品や手紙が大切な思い出となり、人形や髪を切って封筒に残したもの
もあります。多くの隊員が出撃命令を受けてから、改めて親孝行をできていなかったことに気づき、祖国に尽くすこと
が孝行だと考える時代でした。
５．最近の動向と展望

２０２５年４月２３日時点では、博物館は引き続き平和教育の場として機能し、語り部による講話や特別展を通じて訪
問者に深い印象を与えています。特に、令和７年の平和スピーチには池上彰が招かれる予定で、注目されていま
す。また、デジタルアーカイブの整備やカスタマーサービスの向上も進められています。
６．結論

知覧特攻平和会館は、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える重要な施設です。展示物や語り部の講話を通じて、若
い特攻隊員の犠牲の上に現在の平和があることと、命の大切さを伝えています。
長岡市の戦災資料館も、史実に基づいた知識と命の尊さと平和の有り難さを伝えていく必要があると考えます。
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救国シンクタンク会員規約

第１条（目的）

この刃謝りは、一般社団法人救国シンクタンク（以下「当法人」という）の定款（以下「定款」という）４７条に基づき、当法人の会員（以下「会員」と

いう）の入退会及び権利義務等について定めるものである．

第２条（会員の資格及び種類）

１

　

当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の理事会（以下「理事会」という）が承認したものを会員とする。

２

　

会員の種類は、定款第５条の定めのとおり、一般会員、特別賛助会員、賛助会員とする．

第３条（入会申込みと承認・不承認）

１

　

当法人は、指定する方法により入会申し込みを行い、会費を納めたものを会員として承認する。

２

　

ただし、当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある．

（１）当法人の趣旨に賛同していない

（２）過去に当法人の除名処分を受けたことがある

（３）入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記；対洩れがある

（４｝その他受付時に不適切と判断されたとき

３

　

当法人は、入会申込み力灯里事会において不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが

不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする．

第４条（会費）

１

　

定款で定める事業年度（以下「事業年度」という）内のどの時点において入会したかに関わらず、以下の区分に従って会費を納めたものを会員と

する．

（１）【般会員

　　　

（月会翼）５０００円（税別）／１口

（２）特別賛助会員

　

（年会費）１００万円ハロ

（３）賛助会員

　　　

一般会員としての会費に加えて、当法人に寄付を収めたもの

一般会員の会費は、原則としてクレジットカードにて支払うものとする．

３

　

一般会員の会費期限は、入会日から翌月同日までとし、翌月同日に次の月額めて自動決済される。

４

　

特別賛助会員は理事会の定めに従って、会国の支払いを行う．

５

　

特別賛助会員の会費期限は、入会日から翌年同日までとし、理事会の定めに従って、更新の手続きを行う．

６

　

一度納められた会貿については、如何なる理由をもつても返還しない．



第５条（会員の特典利用）

１

　

会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする．

（１）一般会員、賛助会員

① 総会での議決権

②

　

電子メールによる当法人からの情報配信

③

　

その他、当法人の行う活動への参加

（２）特別賛助会員

① 総会での議決権

②

　

電子メールによる当法人からの情報配信

③ 研究会遺琴嫁の配信

④

　

その他、当法人の行う活動への参加

２

　

当法人は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合がある．この場合、当法人は可能な限り速

やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費の返還は行わない．

（１）戦争、暴動、騒乱、労働争議、疫病、地震‘噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、特典の提供が通常通りできない場合

（２）本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合

｛３）その他、運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合

第６条（会員の義務）

会員は、当法人の定款並びに本規約そのＨ醸諸規定、法令及び議決に従う．

第７条（任意退会の手続き）

会員は、理事会の定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる．

第８条（禁止事項）

会員は、以下の行為を行ってはならないものとする．

（１）当法人の承認のない当法人名での活動またはその準備を目的とする行為

（２）当法人の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為

（３）当法人の信用を鍛損する行為またはそのおそれのある行為

（４）当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為

（５）当法人からの情報配置を自己の私的閲覧外の目的に使用すること

（６）その他、当法人が不適当と判断する行為



第９条（通知及び連絡先）

１

　

会員は入会申込み時に氏名、Ｅメールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。かかる情報に変更じがあった場合には、速やかに当

法人の事務局に対して書面、あるいは電子メールによって通知するものとする．ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合

でも、当法人はその責任を一切負わないものとする．

２

　

本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をもって行うものとする．この場合、当法人は、登録された

会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす．

３

　

当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のＷｅｂサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとす

る．この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。

４

　

本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする．

５

　

前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人力坤り流できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものと

する．

第１０条（個人情報の取り扱い）

１

　

当法人は、会員の個人情報を適切に管哩するものとする．，

会員は、当法人に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする．

（１）当法人に関する情報提供及び研究成果の配信

（２）会員への、会費に関する確認

（３）その他、当法人の運営に関する必要な連絡

第１１条（免質事項）

１

　

会員は、当法人の活動に関連して取得した資利、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因

して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。

２

　

当法人は、以下の事由により会員が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を負わない．また以下の事由により会員に発生

した支払い義務は免除されず、既に決済が行われた科金は返金しない．

（１）当法人の細慧、または重過失によらずに、特典の提供が停止した場合

（２）インターネットの通信環境、Ｐ

　

Ｃ等、会員のインターネットの環境により会員のメールの受信に問題が生じた場合．

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆
（３）会員が登録した氏名、メールアドレス等の登録情報の誤りがあった場合

３

　

会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない．

４

　

会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定閥継続して当該会員に対して効力を有する．

第１２条（規約の追加・変更）

１

　

本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決潰により定めるものとする．

２

　

本法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる．当法人により変更された本規約は、当法人のＷｅｂサイト上に

掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする．



第１３条（附則）

１

　

本規約は法人成立とともにその効力を発するが、登記上の成立日に関わらず令和２年６月１５日まで遮って適用される．

（以上）
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．
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．
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救国シンクタンク領収書
請求書番号

　　　　　　

００３３

支払い日

　　

２０２５年１２月２５日

救国シンクタンク

　　　　　　　　　　　　　　　

請求先

〒１０２００９４

　

，
‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＨＩＲＯＳＨＩＫＩＮＵｒ仇ＷＡ
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．

　　　　　　

三
， ．
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数量

　　　　　

・単価

　　　　　　

金額

　

１
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￥５，０００
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・
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１ハベージ
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ため、 東京都千代田区へ旅行するもの

期

　　　　

間 令和７年５月２５日 （日曜日）
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復

　　　

命

　　　

書

令和っ 年～月 も日
次のとおり政務活動費により旅行したので復命します。

Ｌ旅磯茅１ 衣

　　　

誠

　

（代表者）

　　　

衣川

　

広志

代表者
経

　

理
責任者

睦も 総′

日

　

，

　

．時
令和

　

７年

　

５月２５日から令和

　

７年 ５月２５日まで

　　

１日間

場

　　　

所 門α秋葉原カンファレンスセンター５Ｆ

用

　　　

件 第１１回救国シンクタンクセミナー

　

「官民連携

　

水道施設民営化」受講

参

　

加

　

者

氏

　　　

名

衣川広志

概

　　　

要

令和７年５月２５日 （日） １４時～１７時４５分

「官民連携

　

水道施設民営化」について救国シンクタンク研究員渡瀬格哉先

生よりご講義をいただく。

詳細は別紙



第１１回救国シンクタンクセミナー報告書
２０２５′５／２５１４時～１７時３０分

　

渡瀬格哉研究員よりご講義をいただく。

１，セミナー概要

本セミナーは、地方自治体の水道事業における官民連携（ＰＰＰ炉Ｆ１、コンセッション方式等）の有効性と課題につい

て、住民生活の視点から議論することを目的として開催された。水道事業の持続可能性を確保するため、民間委託
や民営化の検討が求められる背景や、契約におけるプリンシパル・エージェント理論の重要性、広域化の必要性な
どが主なテーマとして取り上げられた。

２．主な議論のポイント

２．１なぜ水道事業の民営化を議論するのか

　

・ 背景：

　　　　

・ 水道・下水道事業は、老朽化するインフラ（管路の法定耐用年数超過）や人手不足により、維持管

　　　　　

理が困難になっている。

　　　　

・

　

自治体の限界（役所は万能ではない）と住民生活の賞の維持が課題。

　　　　

・ 公営か民営かの議論はイデオロギー対立に陥りがちだが、住民にとって最適な価格と品質のサー

　　　　　

ビス提供が本質。
・ 課題：

　　　

・ 水道事業は独占的で競争が働きにくいため、腐敗や非効率が生じやすい。

　　

・ 擬似的な競争環境の構築や、値上げ抑制策が必要。

　　

・ 民営化によるコスト増懸念があるが、公営のままでも老朽化対応でコスト増は不可避。

２，２官民連携の形式とコンセッション方式

形式の多様性：

　

・

　

政府直営、コンセッション、民間委託など多様な運営形式が存在。フランスでは公営とコンセッション

　　

が混在し、状況に応じて切り替わる。

　

・

　

日本では完全な民営化は存在せず、ＰＰＰ／ＰＦ－を通じて公と民の役割分担を模索。
コンセッション方式の意義：

　

・ 民間事業者に運営権を付与するスキーム。適切な契約で民間の効率性とノウハウを活用可能。

　

・ 例：浜松市の下水道事業はＰＰＰにより人員削減と利益確保を実現。
課題と対策：

　

・ 契約の質が成否を左右。適切な要件定義やガバナンスが不可欠。

　

・ 民間事業者との「情報の非対称性」を減らすため、詳細な契約書やモニタリング体制が必要。

　

・

　

自治体側も事業マネジメント能力を保持し、緊急時に備える。

２．３プリンシパル・エージェント理論の適用

理論の概要：

　

・ 発注者（自治体）と受注者（民間事業者）の利害が一致しない場合、受注者が期待通りの仕事を行

　　

わないリスクが存在。



　　　　　　　　

－ － － － 『－－－－－－十 －－－▼－－－ｒ‐

　　

ー

サボりや不適切な値上げ交渉を防ぐため、ペ 飢 ”や 穴 滴 ブを組み込んだ契約設計が重

　　

＝

　　

要。
実務への応用：

　

・ 仕様事や契約書は情報の非対称性を解消するツール。

　

・

　

更新・維持管理を一体発注することで、民間事業者に効率化のインセンティブを付与。

２．４水道事業の広域化

・

　

必要性：

　　　

・ 小規模な水道事業者は高コスト体質になりやす〈、持続可能性が低い。

　　

・ 広域化により規模の経済を活用し、効率的な運営とコスト抑制が可能。

　　

・ 例：民間企業（ベオリア等）が持つ管路モニタリング技術は、広域運営で効果を発揮。
・ 課題：

・ 過疎地域（「ど田舎」）は民間事業者の参入意欲が低い。
・ 公務員労組の反対（身分変更への抵抗）が障壁。

２．５民間ノウハウと自治体の役割

・

　

民間の強み：

　　

・ 欧州企業（ベオリア等）は水道管の老朽化モニタリング技術など高度なノウハウを保有。

　　

・

　

民間委託により、自治体の人員不足を補完可能。
・

　

自治体の責任：

　　

・ 適切な契約条件や仕様書を作成する能力が求められるが、技術力の低下が課題。

　　

・ 会計検査院の調査では、ＰＰＰでコスト削減に成功した事例と失敗事例が混在。契約の適切さが鍵。

３．結論と提言

・ 結論：

・ 水道事業の持続可能性確保には、公営・民営の形式にこだわらず、住民にとって最適な価格と品質

　

を実現する仕組みが重要。
・ コンセッション方式やＰＰＰは有効な選択肢だが、成功には契約設計、モニタリング能力、広域化が

　

不可欠。
提言：
・ 契約力の強化：プリンシパル・エージェント理論に基づ〈契約書作成や、情報の非対称性解消のた

　

めのモニタリング体制を整備。
・ 広域化の推進：小規模事業者の高コスト体質を解消するため、広域連携を優先的に進める。
・

　

自治体能力の維持：民間委託を進める一方で、自治体自身が事業マネジメント能力を保持し、緊急

　

時の対応力を確保。
・ 住民視点の議論：イデオロギー対立を避け、住民生活の質向上を基準に官民連携を検討。

４．補足

参考事例：

　

・ 浜松市の下水道事業（ＰＰＰ成功例）。

　

・ フランスの水道事業（公営・コンセッション混在）。



・ 今後の課題：

　　

・ 民間事業者の参入意欲が低い過疎地域への対応策。

　　

・

　

公務員労組との調整や、技術者不足への対策。



政 務 活 動 費 領 収●書 台 帳

会

　

派・名

．

　

無所属

氏．

　　

名

衣川

　

広志

代表 者 印

，舞え．”＼，Ｊ弓ｙ

経理責任者印

君ｒ；：－

　　

ぐ三・～

台 帳 瓶

！、
函調査研修 （研究）費

　

ロ広報広聴費

　

ロ要請・陳情活動費

　

Ｄ資料費

　

ロ情報通信費
◆

　

□人件費

　　　　

ｔ

　　　

‐

　　　

□事務所費

　　　

□事務費

鉾進匙断為
政 務 活・動 費 充 当

　

金 額

る「６◇

　　

ノ 円

　

精 算 年 月

　

日

起 き，“

領収書等貼付欄

、※ガソリン代及び通信料については、領収書等１枚単位につき支払総額の２分の１以
内の額（通信

　

料に係る領収書等で、複数月に係る支払額等が記載されているものにあっては、，当該各自の支払

　

額等の２分の１以内の額） に対し、．政務活動費を充当できるもの

　　　　　　　

＼

　　　　　

　　　　　　
　　

　　　　
　　

　

　

　　　　
　　　　　

．価もが
穆謙

　　　　　　

※書類は、重ならないよう

ご利用ありがとうございます．
こ利用ありがとうございます．

　　　

料金所では－旦停車してください，

　　

禾似用言正Ｂ勇者亭

－ 料金所

　　

長岡
；ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター

１ 躍 ０◆２４－ｏ２４

－０３，５３０８‐２４２４

・２６年 ２月

　

２日１６時５２分

ｒ 車種 柵
：

　

通行料金

　　

￥↑，９８０‐
！

　

※通行残金の消費税率は１０９６です

「

　　

（九ジリト）

　　　　　

・有効期眼ｘｋ年まぇ自　　　　　　　； ＊※＊＊＊＊＊＊×＊＊軍■ ■
Ｅ

　

Ａー。：Ａ０ｏｏｏｏｏｏ６５１０１０

‘

　

釈総番号：１２４０１９

； 高速道鞄上で停止車両を見聞きした際は、
ｆ

　

停止車両や人に注意しながら安全走行を！

－ 東日本高速道絶株式会社

　

東京都千代田区霞が閥３ｈ３ー２

　

畳婦番号：Ｔ９０１０００１０９５７１６

　

取扱番号２０３一０４１１１５４９一００

　　　　　
　

●．・

　　　　　　　　　　　

●．●

　

．

　　　　

●．・

　

・．●

　

．

　　　　　

●．●・

　　

‘

　

．・．．・，．・

　　　　　

１・ｒ・ｒ．１

　　　　　　　　　

ｒ・．．’◆Ｊ．・．．・．．・．．・ｒ◆１◆１◆１◆１◆１◆１◆

　　　　　　　

．，．・●‘

　　　　

・

　

に

料金所‐ぐは一員停車１ノてください，

　　

　　　　　　　　　　　
　
料金所

　　

上越
１．ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター‐
０５７｛）－０２４一０２４
ｉまたは
○ラー５３０８一２４２４

す２６年 ２月

　

２日１３時２０分

　　　

車種

　

普通

　

通行料金

　　

￥１， ９８０‐

簿遂行日金の消費税率は１０％です

（縮んト）
‐入口料金所‐

　

長悶

：ＪＣＢ

　　　　　

有効期限＊〆年＊＊月

会員番号

　

（支払

　

‐

　

１回払い）

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＩ

　

Ｄ：ＡＯＯＯＯＯＯ０６５１０１０

承認番号：じ９１９０１

　

高達適格上で停止車両を見聞きした際は、

　

停止車両や人に注意しながら安全走行を！
’ ※Ｂ本養逮直治株式会社

　

票京都千代田区稼が閲３ー３ー２

Ｊ登録番号 ９０ｌｏｒ）０１０９５７１６

　

取扱番号２０１一０１２０１１３０‐００

１
ねへ像わ

　

ー

６９



政 務 活 動 費領 収 書 台 帳

会

　

派

　

名

　

無所属

氏．

　　

名

衣川

　

広志

代 表 者 印 経理責任者印 台 帳 楠

／‐え

日調査研修（研究）費

　　

□広報広聴費

　　

口要請 陳情活動費

　　

口資料費

　　

□情報通信費
口人件費

　　　　　　　　

□事務所費

　　　

□事務費

　

摘

　　　

要

セミブ劣が襲

政ト務 活 動 費 充

　

当

　

金 額

　

ｒｏ ‐０ ク
Ｏ

　　

円

　

精 算 年 月

　

日

ＲＢチラギ

領収書等貼付欄

※ガソリン代及び通信料については、領収書等１枚単位につき支払総額の２分の１以内の額（通信
料に係る領収書等で、複数月に係る支払額等が記載されているものにあっては、当該各自の支払
額等の２分の１以内の額）に対し、政務活動費を充当できるもの

終戦シンクリンウ自治体杉塗窟噂ａ

ｏ

合

　　　　　　　

Ｖ

ｏ

日時 ・醇野ー旧 》日

　

＼４カリ １「４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

領

　

収

　

証

　　　　

，

　　　　　　　　　　　

様

　

Ｎ。，

★

　

ずノ！この “～

但

　

メハョノト，
ノーもむ求 ま

　

りソ ン，たち１ ／

　　　　　　　　　　　　

乏なさゼチミ ／′

　

月

　

１０日

　

上記正に領収いたしました

　

登録番号

　　　　　　　　　　　　

％ 消費税額等

※＃圏
内『喜 ÷ 獅蜘 弓報謝，

ｉｉｌｉｌ

　　　

博墓
悟
繍 概）

　　　

理事長 倉 山

　　　　　　　　　　　

％ 消費税額等

　　　　　

コクヨ

　

ウケ．ＩＣ９７

６９



政 務 活 動 費 領 収 書 台 帳

会

　

派

　

名

無所属

氏，，

　　

名

衣川

　

広志

代 表 者 印 経理責任者印 台 帳 楠

Ｕ
図調査研修 （研究）費

　

′

　

□広報広聴費

　　

□要請．陳情活動費

　　

口資料費

　　

□情報通信費
□人件費

　　　　

‐

　　　

□事務所費

　　　

＼□事務費

　

摘

　　　

要

セ キが巷
政 務 活 動 費 充

　

当

　

金 額

　

ｉｏ．ｏ ｏ
ｏ

　　　

円

精 算 年 月

　

日

２．宝，う．”

領収書等貼付欄

※ガソリン代及び通信料については、領収書等１枚単位につき支払総額の２分の１以内の額（通信
料に係る領収書等で、複数月に係る支払額等が記載されているものにあっては、当該各自の支払
額等の２分の１以内の額）に対し、政務活動費を充当できるもの

ｏ

△

　　　　　　　　

Ｖ

ｏ

０

　　

「 キムｔトランシザ 論」
「ト計－｝－ゲラ／う論

日時 ・の隣 旧巧日１４迦～”１４～

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　

｛●

　　

．●．’．」

（

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

領

　

収

　

証

　　

ふうノー
‐
下
そ
；
，

　　　　

様
飾．

　 　　

　

　　　　

　　　

′・′′

　　　　　　　　　　　　　　

－
但 もち

　

、 だ 、ー

　

キ ノ リ‐

　

，

　

ｆ

　

ｉ

　　　

ｒ、、

　　　　　　　　　

ミ ネ｝‘ｆｉ

　

ノ月 戸 ｎ

　

上記正に領収いたＬました

　

登録番号

　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

　　　

；

　　

コクヨ

　

ウケ‐，ｏ９７

　　　　　　

％ 消費税短等

　　

　

※書版一、 坐‘小ソ・が

　

ホ ハ」撤ｒ１、Ｊソ Ｑ 」 こ。

畔郡部－Ｉｔｉｌｌ１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６９



政 務 活 動 費領 収 書 台 帳

会

　

派

　

名

無所属

氏・，

　　

名

衣川

　

広志

代 表 者 印 経理責任者印 台 帳 恥

／「
回調査研修（研究）費

　　

□広報広聴費

　　

口要請・陳情活動費

　　

□資料費

　　

□情報通信費
口人件費

　　　　　　　　

□事務所費

　　　

口事務費

　　

摘

　　　

要

セ計－お巻
政 務 活 動 費・充

　

当

　

金 額

／マリっｏ

　　　

ノ

　

円 豊麗喜日

領収書等貼付欄

※ガソリン代及び通信料については、領収書等１枚単位につき支払総額の２分の１以内の額（通信
料に係る領収書等で、複数月に係る支払額等が記載されているものにあっては、当該各自の支払
額等の２分の１以内の額）に対し、政務活動費を充当できるもの

ｏ

△

　　　　　　　　

Ｖ

ｏ

嘉納－Ｔ控舎｛鼓膜、方＞フ”しン７＼セン？ 肝

　　

領

　

収

　

証

　　　

ンｒ〉
－ “

　　

ん １

　　　　　

様

　

輪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

んム

　

ー、

☆

　

タ ムライカ“

　　

′′・‘

　　

－‘ 、

　

‘

　　　　

ノ

　

但

　

＊／ドーリ

　

ア・－‐
、
、マ メ ルー≧

　　　　　　　　　　　

　　　　′」 はきご年、
（１月 夕 日 一二記正に係勲ぬはした 登録番号

　　　　

Ｅ ｊ－“‘”≦内談

　

税率

　

金税（乳袋．税込）

　　　　　　　　　

隊； 金頚（税泳 総

　　　　　　　　

理 事 長 倉

　

山

＊ 圏

　

％締

　

一
髄眺人救国シン

　　　　　　　　　　　　　

％ 消費親類等

　　　　　　　

コクヨ

　

ウケー１鱒７

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　

　

　　　　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　

収

　

入１

　　

隊； 金頚（税泳総

　　　　　　　　

理 事 長 倉

　

山

　　

印

　

． 紙

　　　　　　　

％ 消費親類等

６９



政 務 活 動 費 領 収 書 台 帳

会

　

派

　

名

無所属

．

　　

氏．‐

　　

名

　　

衣川 広志

代表 者 印

こご寝や
いり、

経理責任者印

　

，．”，＼

　

ｒ‘′へ

　

＼＝～

台 帳 楠

午
口調査研修（研究）費

　

晒広報広聴費

　

／ロ要請．陳情活動費

　

ロ資料費

　

口情報通信費
口人件費

　　　　　　　　

□事務所費

　　

、 口事務費

　　

‐
摘

　　　

要

　　　　

，

雫恢継郡鞘断洲
政 務 活 動 費 充当 金 額

　

ユ、名．
『名Ｌ

／円
／

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

精 算 年・月

　

日・

Ｒワ・住＼
領収書等貼付欄

※ガソリン代及び通信料については、領収書等１枚単位につき支払総額の２分の１以内の額，（通信
料に係る領収書等で 複数月に係る支払額等が記載されているものにあっては、当該各自の支払
額等の２分の１以内の額）に対し、政務活動費を充当できるもの

　　

　　　　　
　　　

○ｏ

△

　　　

‐

　　　　

Ｖ

ｏ

※書類は、．重ならないように貼付すること。

６９



◎署ワ形に領収書

衣川

　

広志

　

様

下記正に領収いたしました。

取引年月日：２０２５年０５月０１日（木｝

領収書番号：Ｒ‐２５０４２９４６？０６７

レ株式会孝三キーラクスル株式会

　

三等；合計金額 ｛禍｝

　　　　　

８０，３２２円

１０％対象

　　　　　

８０，３２２円 （内消費税：Ｚ３０２円）

　　　　　　

〒１０６‐００４１東京都港区菰布台１－３－１麻布台ヒルズ森ＪＰタワー１９Ｆ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

登録番号；Ｔ９０１０４０１０８９６３

注文番号 商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　

数量

　　　　

金額

　　　　

備考

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
２５０４２９４６１０６７‐０１

　　　　

チラシ・フライヤー／Ａ４／両面カラ

　　

４０，０００

　　

７３，０２０円 出荷予定日；２０２５年５月３日

－／光沢紙｛コート）／標準：９ｏｋ９

　　　

部 市政報告書

　

最新版

「’‘は軽減税率対象であることを示します。

注文内容 商品合計：７３′０２０円

小計 （税抜）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７３，０２０円

合計金額（税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　

８０，３２２円

　　　　　　　　　　　　

お支払い方法；クレジットカード

お客さまへ｛必ずご確認〈ださい）

奉君東についてこ不明白などごさいましたらお悶合せフバーム

　

｛ｈーｔｐ～；〃「ａｋｓｕｌ，ｃｏｍ／ｃｏｎｌａｃー“ からこ連絡ください．



登録番号：Ｔ８１１醐１０園６１

但５ん濡錆縦
綱領 、胤１震罰瀞

　

丁
吃

速

灘
５８

　
　

卿
．

　
　
　

　

　

た

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

証

Ｌ
Ｕ
　
　

０
０
り
Ｊ^

収

　

様

．．
領

　

、　　
た
燃

￥
＋★

友
一

入

　　

紙

収

　　　

印



　

　　　　　

　　　　　

」 ‘１

　　

′｛

　　　　　

１

（

　

＃ｏｌ

　

ｌ

長岡市議会議員

衣川広志

人生の主役は貴方！
なぜ今減税か？
皆さんは税金のお釣りを受け取ったことがありますか？長岡市は平成

３０年から令ギ…旧年まで毎年１２億円～４０億円の税金が余りまＬゴヒ。

毎ミフた税金は市．民にお釣りとして返される＜二とはありませ
・んぐした。

行政｛こも；主人〕てきた．お金を全部使いさって‐しまう性質があります。 災害

対策、 インフラ整備、 介護、 福祉、 教育、 等々市民生活を守るために

必要な施策はそばどかにあ）ますが、「必要以上の徴税は合法的な強盗」
（ぢ嘉雄代米人統領カルビンクーリッジ）き：言う言葉もあります。 貴方

が働い●（濁声 お金ｒの使い道を決める権利録音方女有りまず，

行政と政治の役割の違いは何でしょうか？衣川は、 ばら撒いて終わりではな

く、 根拠ある支出と成果の確認を求めていきます。

全ての増税に反対
右肩上がりの負担増に

納税者は限界。必要な

　

のは支出の見直し。

　

　　

使途の公開

支出見直しは情報公開
から。見えなければ判

　

断出来ません。

公共施設見直し
多過ぎる公共施設は、
将来の負担を鑑みれば

　

持続不可能です。

ＩＣ【％

一般質問への￥お汽車

公約を守り定例会毎

に一般質問をしてい

ます。

増税に反対ｌ

当選直後のＲ５年５

月臨時会で森林環境
税に反対しました。

⑩
情報公開の迫ノまと

市議会議員でも税金

の使途が把握できな

い事を問題視し一般

質問を行いました。

１期日の成績

重要



税金の使途が不透明

市議会議員になった今も長岡市が出資し

ているイベント等の費用や成果が見えな

い事に驚いています。 「成果は数値では

測れない」 との考え方もありますが、 費

用はお金なので必ず計る事ができます。
スーパーで１・万円分買い物をしました程

度の内容は公開されますが、何に幾ら

使ったのかが見えなければ妥当性の判断
が出来ません。透明性の高い市政運営の
実現のために多くの自治体で実施されて
いる事務事業評価の公開を求めます。

市政運営が不透明な原因は市議会の側にもある

と感じています。・伝統と慣例を重んじる事は重

要だと思いますが、一方で市議会も時代に合わ

せて変えるべきところは変わっていく必要があ

ります。市民に見える場である議場での議員間

討議を積極的に行なっていく事が一つの鍵だと

考えています。 仕組みとしては今のままでも実

現できるのですが 「和を以て尊しと為す」 市民

性が議会にも反映されており、お互いが善良で

あるが故に議論が活性化しづらい状況だと思い

ます。 衣川は 「嫌われる勇気」 を以て議会に臨

み市議会の活性化に繋げたいと考えています。

雷４‐２

　

人口一人当たりの建策物面積の比較（三大樗市腰以外の臨行時特例市）

　

　

　　　　　　　

　　

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　 　

　

　　　

　

｛出賞】面豹は、総務省「公共隊殻状況ｉｌｉ（平成２９年度）．人口は．住民基本台帳

　　　　

（平成３０年１月１日時点），

長岡市は２度にわたる平成の大合併により約８

９０Ｋｍ２と言う広大な市域を抱えています。 複

数の自治体が合併した事により、それぞれの自

治体が別々に管理していた公共施設の機能が重

複することになり、整理する必要がありました

があまり進んでいません。施設を廃止する事は

近隣住民や施設利用者の反発が容易に想像でき

るため簡単ではありませんが、 子供たちにツケ

を回さないためにも現代を生きる私たち大人が

真剣に向き合う必要があります。

”ライフサイクルコス，トと言う言

葉が縮ります。 箱物を新たに作

ると、 建ｉ殺費用の約３倍の費用

が掛かると言われています“

長岡市議会議員・きぬ川広志
四郎丸小学校一南中学校→長岡高校中退→自分探しの旅
を経て、 悠久町に家を建てました。 主な職歴は料理・介
護士・電気工事士を経験後、市議会議員に選んで頂きま
した。
キームーおけｉ．、そ手軽元首のき；・嬉戯、 どん．ノ＼

【ノ＞ね′（ハムバ
ードＴＩＪ鵜ミパｆとり書中ドー

チミトートハｒイモ＞上り； ノ＼テミキまき
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６

唖研修（欄費 唖岬費 綴勝 働費
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□人件費●

　　　　　　　　

□事 務所 費

　　　　　　　　

，

縄獅象もみ

　　　　　　　　　　

ｒ

政 務 活 動 費 充 当 金．額
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日
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・

　

氏 ′

　　

名 代 表 者

領収書等貼付欄

※ガソリン代及び通信料については、領収書等１枚単位につき支払総額の２分の１以内の額（通信
料に係る領収書等で、複数月に係る支払額等が記載されているものにあっては、当該各自の支払
額等の２分の１以内の額）、に対し、政務活動費を充当できるもの
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（但叫瞬潔脂を罰誌長講厭費ました）

－－

　

対象計

　　　

１０．０％

　　

￥３，７５０‐

　　

内 税

　　　　　　　　　　　　

４０一

長閣議震議すム 胴… ９，
ゑ

新潟県長岡市

　　

跳 躍 燕 加３
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腺
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長岡市庶務課

　

糟葱馨ゑ器４番地１
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長岡市出納員
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□調査研修・（研究）費

　

ロ広報広聴費
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□事務費

　　

摘
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（令和７年度下半期分） ー

政務 活 動 費 充 当金 額

　　

１０，８３６

　

学

　　

精 算 年 月

　

日

，Ｒ宝，＠彰ラー
領収書等貼付欄

※ガソリン代及び通信料については、領収書等１枚単位につき支払総額の２分の１以内の額（通信
料に係る領収書等で、，複数月に係る支払額等が記載されているものにあっては、．当該各自の支払
額等の２分の１以内の額） に対し、・政務活動費を充当できるもの
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（輸入者用）
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※書類は、 重ならないように貼付すること。


